
平成31年度

一般会計予算における社会保障関連施策経費への充当状況については、下記のとおりとなります。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じて充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の予算額は、過去の実績に基づき按分して積算しています。

後期高齢者医療事業 362,021 44,782 0 0 26,974 290,265

3,426,883 1,293,348 104,000 73,549 166,313 1,789,673

152,000 7,954 0 23,004 10,291 110,751

35,282 5,942 0 810

1,186,646 209,004 0 0 83,127 894,515

2,426 26,104

100,816 237 0 22,163 6,667 71,749

15,902 1,775 0 31 1,198 12,898

432,952 10,515 0 0 35,919 386,518

194,260 81,713 0 0 9,570 102,977

539,815

障がい者福祉事業

児童福祉事業

小計

197,413 71,994 0 0 10,664 114,755

1,076,390 104,000 50,545 72,895 784,407

8,852

2,088,237

地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

1,429,052 699,135 104,000 35,937 50,165

社会福祉

社会保険

保健衛生

社会福祉事業

老人福祉事業

福祉医療事業

国民健康保険事業

国・県
支出金

95,251

509,968 369,477 0 12 11,945 128,534

4,894 0 323 1,933 20,807

121,260 2,884 0 14,273

166,313

3,426,883

千円

千円

※１

※２

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分

については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。平成31年度高畠町

その他

区分

27,957

小計

合　　　計

平成31年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

事業名

介護保険事業

小計

保健衛生事業

疾病予防対策事業

母子保健事業


